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本論は，前編である拙稿（2005 b）の続きである。本節において前編と後編

のあらすじを確認してから，後編を始めることにしよう。

前編ではまず，不法投棄を隠蔽する努力を理論モデルに組み込む必要性を述

べた上で（第１節），使用済み製品が引き取られる一方でそれが投棄され，し

かも投棄の隠蔽が行われるような一般均衡モデルを構築した（第２節）。そし

て，製品使用後の物質収支，製品の生産に関する需給均衡，利用可能な時間を

制約とした，代表的消費者の効用最大化問題を解くことによって，このモデル

経済におけるパレート最適条件（９�式から�１４式）を導出した（第３節）。その

一方で，完全競争市場での消費者と生産者による意志決定問題を明らかにし，

その結果を特徴づける競争均衡条件（�１６式から�２４式，ただし�２１式を除く）を求

めた（第４節）。

以上の内容を踏まえて，後編である本論ではまず，第６節でパレート最適条

件と競争均衡条件をもとに，最適な政策を論じるために必要な，いくつかの数

学的条件を明示する。それをもとに，第７節において，最適な製品課税率がど
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のように決まるのかを，引取料金率との関係で明らかにする。続いて第８節で

は，不法投棄の隠蔽が行われないときの最適な政策を，そして第９節で，隠蔽

が行われるときの最適政策を，それぞれ論じる。最後の第１０節において，両政

策の違いを整理し，本モデル分析を総括する。

６．最適政策を導くための条件

本節では，前編の第３節で求めたパレート最適条件と，第４節で導いた競争

均衡条件を相互に比較することによって，分権的経済において最適な資源配分

を実現するための数理的諸条件を導く。これらはいずれも，最適な政策の組み

合わせを明らかにするために必要不可欠なものである。

まず，余暇時間 xlと製品生産のための労働時間 xcに関して，それぞれ満た

すべき条件を示す。市場経済において最適な時間配分が行われるには，�１０式と

�１７式より，

,0xp  �２８

および，この式と�１３式，�２３式より，

0  �２９

が成立しなければならない30。

�２８式は，本源的生産要素の市場価格，つまり時間の限界機会費用 pxが，時

間制約の潜在価格σを予算制約の潜在価格σχで除した値に等しくなければな

らないことを示している。また，�２９式は，完全競争市場における製品の潜在価

格λχが，パレート最適での同製品の潜在価格λを予算制約の潜在価格σχで

除した値に等しくなければならないことを意味している。�２８式によって消費者

の最適な余暇時間が，�２９式によって最適な労働時間が，それぞれ分権的経済に

おいて達成される。

30 以下の数式で付されている不等号の向きは，特に断らない限り，式を構成する変
数や定数の符号によっておのずと決まるものである。
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次に，製品 c の需給に関して満たすべき条件を明らかにする。�９式と�２７式31，

�２９式を用いることによって，

0
1 ct  �３０

という関係を得る。

�３０式は，物質収支に関する潜在価格であるκχとκの差が，使用済み製品の

排出率α，予算制約の潜在価格σχ，および製品への課税率 tcに依存している

ことを表している。αが低下すれば，あるいはσχか tcが上昇すれば，このκχ

とκの差は広がる。なお，この前編の終わりで製品課税率を非負と仮定したの

で，�３０式では等号付きの不等号を用いている。

したがって，�３０式より，

0  �３１

という大小関係が得られる。つまり，パレート最適における物質収支の制約に

ついての潜在価格κも，負でなければならない32。

このように，最適なκが負であることから，�１１式で示された不法投棄の限界

社会的効用 U dzは負である。よって，nuZzd＜－nuDでなければならない。すな

わち，パレート最適における真の投棄量の増加に伴う限界不効用（の総計）は，

見かけの投棄量の増加に伴う限界効用（の総計）より大きい。ただし，依然と

して uZの符号はどちらでも構わない。

また，�１４式より，リサイクルの限界生産性 fbは負でなければならない。し

たがって，パレート最適（および競争均衡）でのリサイクル量は，リサイクル

の限界生産性がゼロである b0より多いことがわかった。

続いて，このリサイクル量 b に関する条件を検討しよう。�１４式と�２４式，お

よび�２９式より，

31 繰り返しになるが，この式は，�２２式を�１６式に代入することによって得られたもの
である。

32 κχが負でなければならないことは，�２０式で既に明らかである。
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0
dzU

q  �３２

という関係が導かれる。ここでは，�１１式のκ＝U dzも用いている。

�３２式より，使用済み製品の引取に伴い生産者が得る最適な単位収益 q は，

パレート最適における不法投棄の限界社会的効用 U dzの貨幣価値に等しい。前

述のように，U dzは負なので，その符号を逆にした単位収益は正である。それ

ゆえ，引取によって得る収益は黒字である。

これにくわえて，�２０式と�３２式から，

0
be

s
q  �３３

を得る。ここで，s＞０は使用済み製品の引取料金率，eb＞０は予想引渡係数

である。後者は，製品の排出後の情報を限定的にしか知りえない政策当局が，

引渡量（＝引取量）について予想する正の限界値である。

したがって，�３３式から得られる q � s/ebという大小関係は，生産者が受け取

る単位収益が，消費者の支払う引取料金だけでなく，政策当局の予想する引渡

係数にも依存することを意味している。以下では，この s/eb＞０を，予想に基

づく引取料金率とよぶ。

７．最適な製品課税率

本節では，前節で導出した条件式をもとに，消費者が購入する製品 c に対

してどのような課税率を適用すればよいのかを説明する。ここではまず，この

課税率と，使用済み製品の引取料金率との関係を見る。

�３０式と�３３式の左辺がそれぞれ等しいことから，

0
b

c

e

s
qt  �３４

という式を容易に得る。前節の q� s/ebという関係が，ここにも表れている。

図２は，�３４式で示された引取料金率 s と製品課税率 tcの最適な関係を描い

たものである。この直線の傾きは，－α/eb＜０である。つまりこの両者は，一
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方が高ければ他方は低くて構わない，というトレードオフにある。また，仮定

より s＞０，tc�０なので，直線の縦軸切片 tc＝αq は含まないが，横軸切片 s

＝ebq は含む。よって，もし製品を非課税にするならば，引取料金率は最高水

準である ebq に設定しなければならない33。

このような，引取料金率と製品課税率の最適な組み合わせは，不法投棄の隠

蔽があろうとなかろうと常に成立する。これを，命題１としておこう。

【命題１】消費者による製品購入への最適な課税率は，�３４式で示したように，

使用済み製品の引取に伴う単位収益と予想に基づく引取料金率の差に，排出率

を乗じた値に等しい。

ところで，引取料金率と製品課税率のどちらを高めに設定するべきかは，消

33 図2より明らかなように，排出率αが上昇すると縦軸切片が大きくなるので，所与
の引取料金率に対応する製品課税率は高くなる。また，予想引渡係数 ebや引取の単
位収益 q が上昇したときも同様に，所与の s に対する tcはより高くなる。

図２ 引取料金率と製品課税率
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費者がどちらをより好むか，あるいはどちらの方が徴収しやすいか，といった

要因に依存している。この種の「前払い」と「後払い」のどちらがよいかとい

う判断は，単なる理論的な完全代替性を超えた議論を要し，しかも決定的な優

位性は証明できないので，ここでは割愛する。

ただし一つだけ，今まであまり言及されたことがない判断基準を提案してみ

よう。以下では，政策の不確かさを表す予想引渡係数 ebの大小に着目して，

最適ではない政策の組み合わせから最適な組み合わせに修正する，という状況

を想定する。この場合，修正の幅が比較的小さい方が，政策を実施する側にとっ

ても金銭を支払う側にとっても望ましいといえよう。では，あらかじめどのよ

うな方針で政策を設定すればよいだろうか。

このことを，数式を使わずに図解のみで示そう。図３には，政策当局による

予想が正しいとき（eb＝１）の s と tcの組み合わせを中心に，予想した引渡係

数が過小のとき（eb＜１）と過大のとき（eb＞１）の両者の組み合わせを，そ

れぞれその内側（左側）と外側（右側）に描いてある。これら３本の直線は，

縦軸切片は同じαq であるが，傾きである－α/ebがそれぞれ異なる。つまり，

図３ 最適な組み合わせへの修正
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ebが小さくなれば傾きは急になり，逆に大きくなれば傾きは緩やかになる。

このとき，引取料金率を低めにしておくと，当初の予想が外れそれを修正す

る際に，製品課税率をあまり大きく変更しなくてもよい。例えば，図３におい

て，引取料金率をあらかじめ s1と低めに設定したとき，予想した引渡係数が過

大ならば点 aの高さに，過小ならば点 eの高さにそれぞれ製品課税率を設定

する。このとき，s1を固定したまま「正しい」製品課税率 tc
1 へと変更するのに

必要な幅は，それぞれ線分 acと線分 ceである。

これに対して，引取料金率をあらかじめ s2と高めに設定した場合，この水準

を維持したまま「正しい」製品課税率 tc
2 へ修正するときの幅は，それぞれ線

分 fhと線分 hjである。明らかに，ac＜fh，ce＜hjである。

つまり，予想が外れたと事後的にわかったときに，修正の幅が小さくて済む

のは，引取料金率を低めに設定していた場合である。あるいは同じことだが，

製品課税率を高めに設定し，引取料金率の方を修正する場合である34。

以上で示した政策方針は，政策を事後的に変更する際，その変更に伴う影響

を小さく済ませたいときに有効である。もちろんこれ以外にも，どちらの政策

を優先するかについての基準はあるだろう。ただしここでは，政策当局による

予想とそのずれからの修正に注目した。その含意を，次の補題１とする。

【補題１】あらかじめ引取料金率を低めに，あるいは製品課税率を高めに設定

した方が，政策を事後的に修正する際に，その幅が小さくて済む。

これは比較的わかりやすく，社会的な賛同を得やすいやり方であるといえよ

う。ただ，どのような頻度でこのような修正を施すべきかは，その次に考えな

ければならない重要な論点である。もちろん，政策当局が予想の精度を高める

ことも同時に求められよう。予想の精度が高まれば，そもそも修正は必要最小

限で済むからである。

34 引取料金率を変更する場合は，図3において bc＜gh，cd＜hiであるから，あらか
じめ製品課税率を高めに設定しておく方が，その後の修正は小幅で済む。
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８．不法投棄の隠蔽が行われないときの最適政策

本節では，不法投棄の隠蔽が行われない状況に必要とされる，最適な政策の

組み合わせを明らかにする。既に前節において，製品購入に対する最適な課税

率である�３４式を得た。これに加えて，どのような政策が必要なのであろうか。

不法投棄の隠蔽努力量 xdがゼロである場合，これに関する１階条件である

�１２式と�１９式は等号で成立しないため，最適な政策を導く手段としては使えない。

そこで，残された条件である�１１式と�１８式を用いると，

0
dz

d

dz U

e

T
 �３５

という関係が得られる。続いて，この式と�３０式，�３２式より，製品課税率として，

0
d

dz
c

e

T
qt  �３６

が導かれる。

�３６式において，T dz＞０は不法投棄の限界不遵守費用，ed＞０は予想投棄係数

である。後者は，製品の排出後の情報を限定的にしか知りえない政策当局が，

投棄量について予想する正の限界値である。以下では，この比である T dz/ed＞０

を，予想に基づく（不法投棄の）限界不遵守費用とよぶことにする。

図４では，�３６式で示された不法投棄の限界不遵守費用 T dzと製品課税率 tcの

最適な関係を表現した。基本的に図２とよく似ているが，横軸は s ではなく，

T dzである点に注意しよう。この直線の傾きは－α/ed＜０であり，かつ T dz＞０

および tc
�０より，縦軸切片 tc＝αq は含まないが，横軸切片 T dz＝edq は含む。

この最適な政策の組み合わせを，命題２としておく35。

【命題２】消費者による製品購入への最適な課税率は，�３６式で示したように，

使用済み製品の引取に伴う単位収益と予想に基づく不法投棄の限界不遵守費用

35 また，�２６式 と�３２式 よ り，単 位 収 益 と 引 取 料 金 率 の 差 で あ る「純 利 益」
q－s＝－U dz/σχ－ebT dz/edが求められる。横軸に T dzをとると，この関数は縦軸切片
が－U dz/σχ＞0，傾きが－eb/ed＜0の直線で表される。したがって，限界不遵守費用 T dz

が高くなるにつれて，引取の純利益は低くなる。
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の差に，排出率を乗じた値に等しい。

ところで，�１８式における T dzの定義より，

,
1 z

d

dzd tzTt  �３７

または，

ddz

d

z tT
z

t
1

 �３８

という関係を得る。ここで，tdは真の投棄量 d への罰金率，t zは見かけの投棄

量 d i＝z（d，xd）への課税率である。

図５では，横軸に T dzをとって，罰金率（図５a）と課税率（図５b）をそれ

ぞれ表現している。本分析では，tdと t zを非負と仮定しているため，両者とも

横軸上に屈折点をもつ。また，一方がゼロであるときは，T dzと他方との関係

が原点を通る右上がりの点線で表される。

図５aにおいて，T dzが zdtzを上回るところでは，tdは不法投棄の発覚確率ρ

の逆数に比例した直線である。一方，T dzが zdtzを下回る領域では，tdはゼロ

図４ 限界不遵守費用と製品課税率
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図５ 限界不遵守費用と罰金率・課税率

図５a 罰金率

図５b 課税率
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である。図５bについても同様であり，T dzがゼロからρtdの範囲では t zはゼ

ロ，それを超えると，t zは見かけの限界投棄 zdの逆数に比例する直線である。

さて，政策当局の不法投棄の発覚確率ρが上昇すると，図５aの横軸切片 zdtz

から始まる直線部分が下方にシフトする36。また，図５bでは，横軸切片ρtd

そのものが右にシフトし，直線部分が下方にシフトする。

つまり，不法投棄を見つける精度が高まったならば，所与の T dzに対する罰

金率や課税率を低めに設定すべきである。逆に，投棄がなかなか見つけられな

い状況では，罰金や課税をより高く設定すべきである。これは，いわば「発覚

精度と罰金のトレードオフ」である。ρが定数であるという非常に単純な設定

ではあるが，政策当局がマニフェスト制度の徹底や巡回パトロールの強化など

に取り組むことが，金銭的な処罰に代替することがわかった。

以上で示した図を組み合わせると，引取料金率と真の投棄量への罰金率，あ

るいは引取料金率と見かけの投棄量への課税率の関係が明らかになる。ここで

は，図２，図４，図５aを使って，引取料金率と罰金率の関係を図６に示そう37。

図６の第１象限は図２，第２象限は図４，第３象限は図５aから構成されて

いる。第１象限の直線上に存在する s と tcの組み合わせを起点に，第２象限

ではその tcに対応する T dzが，第３象限ではさらに tdが，それぞれ連鎖的に得

られる38。

なお，s と tdとの数学的関係については，�１８式と�２０式が等しいことを使って，

z

d

b

dd tzs
e

e
t

1
 �３９

と表される39。

図６の第４象限に描いてあるように，この両者の最適な組み合わせは，傾き

が ed/ρeb＞０，横軸切片が s≡ebzdtz/ed＞０の直線上にある。したがって，直線

36 より正確にいうならば，横軸切片を中心に，時計回りにシフトする。いうまでも
なく，罰金率が負の部分は分析で考慮しないので，省略してある。

37 なお，図2，図4，図5 bを組み合わせれば，もう一方の関係が得られるが，似たよ
うな図なので割愛する。

38 例えば，図6において，s1には tc
1が対応し，続いて T dz

1と td
1が得られる。同様に，s2

に対しては tc2，T dz2，td2がそれぞれ最適な値である。
39 あるいは，�２６式の T dzの定義を元に戻し，整理することで，同じ式が得られる。
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部分では，s が上昇すれば tdも上昇する。一方，s より低い引取料金率に対し

ては，罰金率はゼロである。ただしそのときは，課税率 t zが必要である。

続いて図７は，t zをゼロとしたときの最適な政策の組み合わせである。図６

とは違い，第３象限の直線が原点から始まることから，第４象限の直線も同じ

く原点を通る。これは�３９式において，t zをゼロとすることで容易に理解されよ

う。なお，第４象限の直線の傾きは，図６と同じ ed/ρebである40。

図８は，図７をもとにして，不法投棄の発覚確率が上昇したときの影響を示

したものである41。発覚確率ρが上昇すると，第３象限と第４象限の直線の傾

きが小さくなる。その結果，所与の引取料金率に対して，製品課税率と限界不

遵守費用は不変であるが，投棄の罰金率はより低くなる。

40 図7は図6に比べて簡略にしてあるが，その見方はまったく同じである。なお，�３９
式を tzについて解くと，tz＝eds/zdeb－ρtd/zdとなる。

41 図の見方は，上記2図と同じである。また，発覚確率の上昇により，tzも低下する。

図６ 引取料金率と罰金率�１：正の課税率

－７０－ 不法投棄の隠蔽が行われるときの最適な政策の組み合わせ：後編

図７ 引取料金率と罰金率�２：課税率ゼロ

図８ 不法投棄の発覚確率の上昇

不法投棄の隠蔽が行われるときの最適な政策の組み合わせ：後編 －７１－



以上で得られた理論的含意を，１つの命題と２つの補題としてまとめておく。

【命題３】不法投棄への最適な罰金率は，�３９式に示したように，s より低い引

取料金率が適用されているならば不要であるが，見かけの投棄への課税率は必

要である。一方，引取料金率が s を上回るならば，最適な罰金率は正であり，

引取料金率が上昇すれば罰金率も上昇する。

【補題２】見かけの投棄への課税率がゼロならば，s はゼロとなり，引取料金

率に対する最適な罰金率は常に正である。

【補題３】政策当局の不法投棄の発覚確率が上昇すると，所与の引取料金率に

対する投棄の罰金率は低くなる。そのとき，製品課税率と限界不遵守費用は変

化しない。

前述の�３９式は，拙稿（2005 a）の「物質収支の情報が十分でないモデル」で

得られた td＝eds/eb（本モデルでの表記に準拠）を，より一般化したものであ

る42。したがって，求められる政策の基本的な構造は同じである。本モデルで

は，そこにいくつかの新たな要素を加えたことによって，より複雑で多様な政

策の組み合わせを導くに至った。

さらに，不法投棄の隠蔽努力があるときには，投棄への罰金率と課税率との

関係がかなり複雑となる。節をあらためて，この状況を検討しよう。

９．不法投棄の隠蔽が行われるときの最適政策

本節では，不法投棄の隠蔽が行われる状況での最適な政策の組み合わせを導

出する。

42 拙稿（2005 a）の�３１式（49頁）。そのモデルでは，不法投棄の全量が確実に発覚す
ると仮定しているので，発覚確率ρは1である。また，それゆえに真の投棄と見かけ
の投棄を区別する必要がないので，本モデルで導入した d i＝z（d，xd）やその課税率 tz

といったものは仮定されていない。

－７２－ 不法投棄の隠蔽が行われるときの最適な政策の組み合わせ：後編

前節で使用しなかった�１２式と�１９式をもとに，�２８式，�１８式を援用することによっ

て，次の関係式を得る。

,Z

x

xdz

x

d nu

e

ze
t

e

A
t  �４０

ただし，

dxxd zezeA  �４１

である。

ここではまず，�４１式の A と exに言及する。この式の右辺第１項は仮定より

負であるが，第２項は exの符号のため不明である。したがって，A の符号は

一様ではない。ただし，�４１式に見られる偏導関数はいずれも，政策当局が予想

する使用済み製品の行き先 we＝e（b，d，xd）と見かけの不法投棄量 d i＝z（d，xd）

に関連している。実は，それぞれの関数の限界代替率から，exと A の符号の

関係を整理することができる。

図９では，exの符号と A の符号との関係を，使用済み製品の量を一定とす

る３本の曲線（we
a，we

b，we
c）と，見かけの不法投棄量を一定とする１本の曲線（d i）

で表現している。曲線の接線の傾きである限界代替率は，それぞれ－ex/edおよ

び－zx/zd＞０である43。なお，ここでは説明を簡略にするため，ありうる状況

をまとめて１つの平面上で示した。つまり，これらの可能性が常に同時に生じ

るわけではないことに注意しよう。

図９の右上の点 aにおいて，we
a と d iの接線の傾きはともに正であり，前者

の方が大きい。このとき，exは負で A は正である。次に，中央の点 bにおい

ては，この傾きの大小関係が逆転しており，exと A はともに負である。さら

43 d i ＝ z（d，xd）を全微分してゼロと置き，整理すると，z の xdに対する d の限界代
替率として，dd /dxd＝－zx/zd＞0を得る。つまり，不法投棄の隠蔽努力が増えた場合，
見かけの投棄量を一定に保つためには，真の投棄量が増えなければならない（その
意味で，この2つの変数は補完関係にあるから，限界「代替」率とよぶのは少々気が
引ける）。したがって，図9のような右上がりの曲線となる。他方，we＝e（b，d，xd）
について同様に展開し，単純化のため引取量を一定，つまり db＝0と仮定すると，e
の xdに対する d の限界代替率である dd /dxd＝－ex/edを得る。この符号は，exの符号
次第である。
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に，左下の点 cにおいては，we
c の接線の傾きが正に転じており，exは正で A

は負のままである。ちなみに，�４１式より，exが非負ならば A は必ず負である

ことが明らかである。

実は，以上の図解は，本分析においてそれほど本質的なものではない。とは

いえ，exと A の符号と大小がこの分析で大変重要であることが，間もなく示

されるだろう。

さて，不法投棄の隠蔽が行われる場合，基本的には，罰金率と課税率の両方

が必要である。まず，�３９式と�４０式を連立し，�４１式を使って解くことによって，

次の式で表される罰金率と課税率が得られる。

,Zd

xb

d nuz
s

ze

A
t  �４２

.Z

xb

xz nu
s

ze

e
t  �４３

この２式を s の関数とみたときに，それぞれどのような位置関係になるかは，

図９ 予想隠蔽係数の符号と限界代替率

－７４－ 不法投棄の隠蔽が行われるときの最適な政策の組み合わせ：後編

いくつかの変数の符号および大小に依存する。ただし，すべての可能性を考慮

して並べただけでは，あまり有益とはいえない。

そこで以下では，現実的だと思われる政策の組み合わせのみに，分析の範囲

を限定しよう。端的にいえば，

0zd tt  �４４

を満たすような状況を抽出し，その性質を明らかにする。

�４４式で示した条件は，直感的に受け入れられやすいものであると思う。つま

り，不法投棄の罰金率は課税率を下回ることはなく，かつ課税率は非負でなけ

ればならない，ということである。もし罰金が課税を下回るようならば，そも

そも罰金の意味を成さないだろう。また，罰金も課税も負，すなわち補助の可

能性を認めてしまうのは，あまりにも非現実的である。ただし，等号を使うこ

とにより，非課税の余地は残している。

ここで，以降の図による説明に備えるため，数学的な記述を導入しよう。�４２

式より，tdがゼロであるときの引取料金率は，－uZzdI /A と書き表される。た

だし，I≡ebzxn/σχ＜０である。また，�４３式より，t zがゼロであるときの引取

料金率は，uZI /exである。さらに，tdと t zが一致するときの引取料金率は，

H≡－ebzx（ρ＋zd）n/σχ＞０を用いると，uZH /（A－ρex）と書き表される。

図１０では，ex－A 平面を使って�４１式を表現するとともに，その直線上におい

て，�４４式を満たす条件と引取料金率のとるべき範囲を，［Ⅰ］，［Ⅱ］，［Ⅲ］の

３つの区域で示している。また，それぞれの区域には，見かけの不法投棄の限

界効用 uZの符号が条件として付されている。図で明らかなように，右下がり

の直線 A＝edzx－exzdは第１象限を通らない。したがって，exと A がともに正で

ある可能性はない44。

図１０において，３つの条件区域の境界線となっているのは，縦軸の ex＝０と，

原点を通る右上がりの破線 A＝ρexである。区域［Ⅰ］は，exが負で，かつ A＝ρex

より上方に位置する，A＝edzx－exzd上の点で構成されている。同様に，区域［Ⅱ］

44 既に示した図9においても，そのような状況は描いていない。
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は，exが負かつ A＝ρexの下方の点，また区域［Ⅲ］は，exが正（かつ A＝ρex

の下方）の点から成る。

さらに，図１０の各区域には，これらの条件に加えて，uZの正負とそれに応

じた s の範囲が記されている45。例えば区域［Ⅰ］では，もし uZが正ならば，

uZI /ex� s� uZH /（A－ρex）を満たす引取料金率を設定すれば，td
� t z
�０という

政策の組み合わせが可能である。逆に，この区域において uZが負のときは，

そのような正の s は存在しない。あるいは，区域［Ⅱ］では，正および負の uZ

にそれぞれ，td
� t z
�０を満たす s の下限が存在する。

以上の場合分けを念頭に，図１１の３つの図を見よう。

図１１aは図１０の区域［Ⅰ］に，図１１bは区域［Ⅱ］に，図１１cは区域［Ⅲ］

に，それぞれ対応している。いずれも横軸に正の引取料金率 s をとって，不法

投棄への罰金率 tdと課税率 t zの直線を重ねてある。そして，斜線部分は，そ

45 なお，uZがゼロの場合は，特殊例として後述する。

図１０ 罰金率�課税率�０を満たす条件と引取料金率の範囲

－７６－ 不法投棄の隠蔽が行われるときの最適な政策の組み合わせ：後編

図１１ 不法投棄の罰金率と課税率

図１１a ex＜０，A＞ρex

図１１b ex＜０，A＜ρex

〔注〕nσu＝nuZ/σχ，斜線部分は td� tz�０の領域である。
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こに記してある uZに対する，td
� t z
�０の領域である46。

これらの図を見て気づくことを，３点挙げてみよう。

第一に，いずれの図においても，uZや H，I のいずれかがゼロである場合を

除いて，�４４式を満たす s の下限は正である。つまり，td
� t z
�０となるような罰

金と課税を実施するには，基本的にゼロではない引取料金を設定しなければな

らない。

第二に，どの図においても，課税率 t zがゼロとなるところは，たかだか１

点である。したがって，見かけの不法投棄を非課税にすることは不可能ではな

いが，それぞれの条件の下でその可能性は１つしかない47。

第三に，命題３の後半で示したような，引取料金率と罰金率の正の関係は，

ここでは必ずしも成立しない48。たしかに，図１１bと図１１cでは tdを表す直線

46 なおここでは，数学的な表記を簡単にするため，nσu≡nuZ/σχという定義を採用し
ている。また，図11 bに関しては，煩雑を避けるため，縦軸切片は記述していない。

47 ちなみに，見かけの不法投棄を非課税としたときの罰金率は両極端であり，図11 a
と図11 cのように最高か，図11 bのように最低かのどちらかである。また，そのと
きの引取料金率も，図11 aと図11 bでは最低，図11 cでは最高である。このように，
見かけの投棄を非課税にすることは，政策的な手間を省くのに有用であるが，その
代償として，それ以外の政策が極端になってしまう。

図１１ 不法投棄の罰金率と課税率（つづき）

図１１c ex＞０，A＜ρex

〔注〕nσu＝nuZ/σχ，斜線部分は td� tz�０の領域である。

－７８－ 不法投棄の隠蔽が行われるときの最適な政策の組み合わせ：後編

は右上がりであるが，図１１aは右下がりである。その理由は単純で，直線の傾

きが A に依存しているからである49。

ここまでの結果を命題として整理することは，同じことを繰り返すだけにな

りそうなので，あらためて全体像である図１０を確認することでこれに代えたい。

さて，以上の考察では，予想隠蔽係数と見かけの不法投棄に関連する限界効

用を，どちらも正または負であると仮定していた。もしこれらがゼロである場

合，何か新たな可能性が生じるだろうか。

図１２に，この２つの特殊例を示した。図１２aは exが，図１２bは uZがそれぞれ

ゼロの状況である。

図１２aの右に見られる，uZが負のときの s の領域は，図１１bの右側の状況と

よく似ている。その一方，図１２aの uZがゼロの領域は，初めて見るものである。

つまり，ex＝０かつ uZ＝０のとき，原点（s＝０）を除いて，常に td＞t z＝０で

ある50。

前編で定式化したパレート最適問題では，隠蔽努力 xdが製品使用後の物質

収支条件に含まれていなかったので，政策当局は ex＝０であると予想するのが

「正解」である。しかし，それだけでは，一種の外部性である uZの影響を内

部化することはできない。これがたまたまゼロであれば，罰金率のみを設定す

るだけでよい，という最も単純な結果となる。しかし，uZがゼロでなければ，

政策の設定は通常のときとそう変わらない。

もう一つの特殊例である図１２bは，uZがゼロである状況を描いている。罰金

率と課税率の切片がともにゼロであることから，もし前者の傾きが後者の傾き

を上回るならば，任意の正の s について，常に td＞t zが成立する51。

ところで，td＞t zであるための条件をより簡単にすると，

48 引取料金率の課税率との正の関係も，これと類似している。�４３式より，tzの傾きに
exが含まれており，この符号に応じて相関の正負が決まる。

49 A がゼロのとき tdは水平線となるが，目新しい要素はないので，図11では省略し
た。

50 本分析では，不法投棄への罰金率と課税率の両方がゼロである可能性を排除して
いるので，このときの s の下限は，ゼロに限りなく近い正数である。

51 図12 bの横軸に重なっている tz＝0（ex＝0）は，図12 aの tz＝0と同じである。
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図１２ 不法投棄の罰金率と課税率：特殊例

図１２a ex＝０

図１２b uZ＝０

〔注〕図１１と同じ。

－８０－ 不法投棄の隠蔽が行われるときの最適な政策の組み合わせ：後編

0xeA  �４５

となる。この大小関係は図１０以降，たびたび見られる。ただ，この関係に特別

な経済学的意味があるようには思えない。あくまで，両関数の傾きに関する数

学的な関係であるととらえられる。

本節の分析を締めくくるにあたって，前節と同様に，不法投棄の発覚確率が

微小に上昇したときの影響を示そう。政策当局による努力の甲斐あって発覚確

率ρが上昇すると，図１０に描かれた右上がりの直線 A＝ρexの傾きが大きくな

る。その結果，区域［Ⅰ］は広くなり，区域［Ⅱ］は狭くなる。なお，区域［Ⅲ］

は変化しない。

続いて，ρの上昇により，図１１および図１２の tdが，横軸切片を中心に下方

にシフトする。その一方，t zは変化しない。残るは，tdと t zの交点である

uZH /（A－ρex）がシフトする。

以下に示す補題の［１］から［３］は図１１aから図１１cに，［４］は図１２aに，それぞ

れ対応している。また，できるだけ表記を簡略にするため，記号を多用してい

る。

【補題４】政策当局の不法投棄の発覚確率が上昇すると，�４４式を満たす引取料

金率の上限または下限は，次のように変化する。

［１］予想隠蔽係数 exが負，かつ�４１式の A が発覚確率と予想隠蔽係数の積ρex

より大きく，しかも見かけの不法投棄の限界効用 uZが正ならば，上限

uZH /（A－ρex）は小さくなる。

［２］exが 負，か つ A がρexよ り 小 さ く，し か も uZが 負 な ら ば，下 限

uZH /（A－ρex）は大きくなる。

［３］exが 正，か つ A がρexよ り 小 さ く，し か も uZが 負 な ら ば，下 限

uZH /（A－ρex）は大きくなる。

［４］exがゼロかつ uZが負ならば，下限 uZH /（A－ρex）は大きくなる。

このような場合分けの中で一つ共通するのは，ρの上昇によって，td
� t z
�０
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を満たす s の範囲が狭くなる点である。できるだけ低い引取料金率が好まれる

状況下で，前ページ補題の［１］のように上限が小さくなる場合は問題と見なさ

れないが，［２］から［４］のように下限が大きくなる状況は，引取料金を支払う立

場からすると苦しくなる。

また，投棄の発覚確率が上昇することにより罰金率は全般的に低くなるので，

前節の「発覚精度と罰金のトレードオフ」はここでも成立している。しかし，

そのとき引取料金率の下限が高くなるため，「罰金と最低引取料金のトレード

オフ」ともいうべき新たな現象が生じている。

１０．お わ り に

本分析では，前編と後編にわたって，使用済み製品が引き取られる一方でそ

れが不法投棄されうる「基本モデル」に，投棄の隠蔽努力という現実的な仮定

を加えることによって，隠蔽が行われる場合にどのように政策を組み合わせる

べきかを，隠蔽が行われない場合の政策の組み合わせを含めて，詳細に検討し

た。

その分析結果を，表１から表３に簡潔にまとめた。

まず表１は，引取料金率 s を基礎として，必要な政策とその最適値を，不法

投棄の隠蔽がないときとあるときに分けて整理したものである。双方の大きな

表１ 最適な政策の比較

No. 政 策 記号 符号 隠蔽なし 隠蔽あり

－ 引取料金率 s 正

１ 製品課税率 tc 非負 αq－αs/eb 同 左

２ 単位収益 q 正 －U dz/σχ 同 左

３ （投棄）罰金率 td 非負 eds/ρeb－zdtz/ρ As/ρebzx＋zdnuZ/ρσχ

４ （投棄）課税率 tz 非負 eds/zdeb－ρtd/zd exs/ebzx－nuZ/σχ

－ 必要なのは tdか tz tdと tz

－ 限界不遵守費用 T dz 正 eds/eb 同 左

〔注〕A＝edzx－exzdである。
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違いは，隠蔽がない場合は投棄への罰金と課税のどちらか一つで十分であるの

に対して，隠蔽がある場合はどちらも必要である，という点である。それ以外

の政策，例えば製品課税率や単位収益は，隠蔽の有無に関わらず表現は同じで

ある。

そして，表２と表３ではそれぞれ，s の上昇および発覚確率ρの上昇による，

政策の最適値への効果を整理している。投棄の隠蔽があるときは，s の上昇に

よって投棄への罰金率と課税率が高まるとは限らない。また，隠蔽が行われる

場合，投棄への課税率はρの変化に影響を受けないが，罰金率と課税率の交点

は変化する。

概して，不法投棄の隠蔽が行われるときの最適な政策の組み合わせは，符号

を決めていない関数に依存する部分が多く，隠蔽が行われないときの政策の組

み合わせよりも複雑多岐にわたる。そのため，�４４式のような条件を追加的に設

けることによって，現実的と思われる政策のみを選抜した。それでも，いくつ

かの条件が付いた政策の組み合わせを見ると，いかにそれが理論的に有効であ

るとはいえ，本当にそのような政策を実施できるかどうか，疑問を抱かずには

いられない。

表２ 引取料金率の上昇

No. 政 策 記号 隠蔽なし 隠蔽あり

１ 製品課税率 tc ↓ ↓

２ 単位収益 q 不変 不変

３ （投棄）罰金率 td ↑ ↑↓

４ （投棄）課税率 tz ↑ ↑↓

表３ 発覚確率の上昇

No. 政 策 記号 隠蔽なし 隠蔽あり

１ 製品課税率 tc 不変 不変

２ 単位収益 q 不変 不変

３ （投棄）罰金率 td ↓ ↓

４ （投棄）課税率 tz ↓ 不変

不法投棄の隠蔽が行われるときの最適な政策の組み合わせ：後編 －８３－



また，本分析の前提である，不法投棄の隠蔽が行われているかいないかとい

う判断を，誰がどのように下すのだろうか。結局のところこの問題は，投棄を

取り締まる政策当局が投棄隠蔽の実態をどう認識しているかにかかっている。

本論のモデル分析では，xdが内点解であるか端点解であるか，という便宜

的な区別をした上で，それぞれの政策の性質を論じた。とはいえ，では現実で

はどちらを想定すべきなのか，と問われると，やはり内点解の方が妥当だと答

えるだろう。誰一人として，ある経済において投棄の隠蔽はゼロである，と言

い切れる自信はないからである。また実際，投棄と隠蔽は一体化している52。

そのような観点からすると，本論において，不法投棄の隠蔽が行われる際に

必要とされる政策には多様な組み合わせと限界があることを明らかにしたこと

は，とりもなおさず，潜在的に投棄が行われ隠蔽されている現実の経済におい

て，経済合理的な政策を行うことがいかに難しいことかを理解するのにつなが

る。

投棄が隠蔽されうるならば，そうでないときよりも，投棄を取り締まる政策

当局がこなすべき仕事は明らかに増える。ただその中で，当局が行ういくつか

の政策の間には，経済学的な代替関係あるいは補完関係が存在する。例えば本

論では，発覚精度と罰金の単純なトレードオフを指摘したが，それ以外につい

てもより詳細に検討することは，理論的な興味にとどまらず，実際の政策運営

においても極めて大きな意味をもっている。これは今後の課題としよう。
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